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 提案理由の説明に先立ちまして、一言申し上げます。 

つがる市市制施行２０周年記念事業の最大のイベ

ントとして、８月２７日から３１日までの５日間に 

わたり開催しました「馬市まつり」は、初の試みで  

ある夜間運行を行うなど、見る人にとっても参加する

人にとっても心を熱くさせるまつりであったと感じ

ています。大きなトラブルもなく、無事に終了する 

ことができましたのも、参加団体を始めとする関係 

各位並びに議員各位のご理解とご協力によるもので

あり、厚く御礼申し上げます。 

今年のパレードには、２５団体、２，３００人が  

参加し、大いに盛り上げていただきました。 

ふるさと交流都市である柏市からは、市立柏高等 

学校吹奏楽部が来訪し、特別公演やマーチング演奏で、

市制２０周年に華を添えていただきました。また、 

新田火まつりでは、復活を待ち望んでいた縄文荒吐太

鼓、幻想的な儀式と大輪の花火が多くの観客を魅了し

ました。 
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この感動と市民の一体感を大切にし、新たな気持ち

で市政運営を進めてまいります。 

 

それでは改めまして、令和７年第３回つがる市議会

定例会の開会にあたり、上程されました議案について、

その概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したい

と思います。 

 

本定例会に提出いたしました案件は、予算案５件、

決算５件、条例案３件、財産取得１件、諮問１件の、  

合わせて１５件であります。 

 

まず、予算案につきましてご説明申し上げます。 

議案第６２号「令和７年度つがる市一般会計補正 

予算（第４号）（案）」は、当初予算に見込めなかった

経費、緊急を要する経費などについて、所要の予算 

措置を講ずることとしたものであります。 

その結果、一般会計の予算規模は既決予算に、  
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６億１，３６４万１千円を追加し、歳入歳出予算の 

総額を２５６億２，８３０万７千円とするものであり

ます。 

それでは、歳出に計上された主なるものについて、

款を追ってご説明申し上げます。 

２款総務費では、財政管理費において、令和６年度

の決算剰余金などを踏まえ、財政調整基金積立金に 

４億円を追加計上いたしました。 

４款衛生費では、清掃費において、高齢者等世帯に

対するごみ出しサポートの事業費を新たに計上いた

しました。 

７款商工費では、商工業総務費において、民間の  

新たなビジネス立ち上げの初期投資費用を支援する

ため、地域経済循環創造事業補助金２，５００万円を

新たに計上しております。 

８款土木費では、道路維持費において、道路維持 

工事費を５，０００万円追加計上いたしました。 
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次に歳入予算について、ご説明申し上げます。 

補正予算の主なる財源といたしましては、普通交付

税の交付額が確定したことから、４億９，３７９万 

２千円を計上したほか、令和６年度決算に基づく繰越

金５億２，６７９万５千円を追加計上いたしました。 

議案第６３号から議案第６６号までの令和７年度

各特別会計補正予算案４件につきましては、予算決算

特別委員会でのご審議の際に、詳細にご説明申し上げ

ます。 

 

次に決算についてご説明申し上げます。 

決算の認定については、議案第６７号から議案第 

７１号までの５件を提案しております。 

令和６年度つがる市一般会計及び特別会計の決算

が確定しましたので、地方自治法の規定に基づき、 

監査委員の意見並びに関係書類を付して認定を求め

るものであり、いずれの会計におきましても、実質 

収支の黒字を確保したものとなっております。 
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次に、条例案についてご説明申し上げます。 

議案第７２号「つがる市長等の損害賠償責任の一部

の免責に関する条例の一部を改正する条例案」は、 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令の施行に

伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第７３号「つがる市公共下水道条例の一部を

改正する条例案」は、能登半島地震発生後の排水設

備等の復旧が遅れたことを踏まえ、国が標準下水道

条例を一部改正したことに伴い、所要の改正を行う

ものであります。 

議案第７４号「つがる市附属機関設置条例の一部を

改正する条例案」は、学校開放事業の安全で計画的な

運営並びに中学校部活動の円滑な地域移行等につい

て、有識者による審議検討を行う委員会をそれぞれ 

設置するものであります。 

 

次に財産取得についてご説明申し上げます。 
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議案第７５号「財産の取得の件」は、管内小・中  

学校教育用情報機器を２，０３２台購入するもので 

あります。 

 

次に諮問第１号の「人権擁護委員の推薦につき意見

を求めるの件」は、任期満了となる西弘和氏を後任

の委員として再び推薦いたしたく、意見を求めるもの

であります。 

 

以上、提出議案の概要についてご説明申し上げ  

ましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ、本職を

はじめ関係者から詳細にご説明申し上げたいと思い

ます。 

何卒、慎重にご審議の上、原案どおり御議決、   

御認定及び御同意を賜りますようお願い申し上げ、 

提出議案の説明といたします。 


